
       （１）介護保険の給付の対象となるサービス

　【サービスの概要】

　　①入　　浴

　　　　身体状況に応じて、一般浴・リフト浴により入浴することができます。

　　②排　　泄

　　　　ご利用者の排泄の介助を行います。

　　③日常生活動作訓練

　　　　ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な日常の動作訓練をレ　　　　　

　　　　クリエーション・各種ゲーム・体操・ミュージックトレーニングなどを通して実施します。

　　④健康管理

　　　　体温・血圧の測定などご利用者の健康チェックや利用上必要な処置を行います。

　　　　尚、緊急時にはご家族と連絡の上、対応いたします。

　　⑤教養娯楽

　　　　花見・夏祭り・敬老お祝い会・忘年会といった様々な行事やカラオケ・各種ゲーム大会・

　　　　町内外への散策なども行います。

　　⑥生活相談

　　　　ご利用者及び家族の必要な相談に応じます。

　　⑦送　　　迎

　 リフト付の自動車等で送迎致します。もちろん、ご家族による送迎も可能です。

　【サービス利用料金（１日当り）】

原則として、利用料金の９割が介護保険から給付されますので、利用者本人の負担は

利用料金の１割となります。尚、利用料金は利用者の要介護度に応じて異なります。

詳しくは次の料金表をご欄下さい。

１． サービス利用料金

１，００６円

１，３３１円

１０，０６０円

９，０５４円

１１．４４０円

７８５円
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１１，５２９円

１，２８１円

指 定 通 所 介 護　（ デイサービス ）

利　 　 　用　  　　料  　　　金  　　　表

よ こ た デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー

５０円

 ３．サービス利用に係る
自己負担額(1-2)

１２，８１０円

当事業所が提供するサービス内容と利用料金は以下のとおりです。

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護５

《 ４月１日～１１月３０日までの利用料金表 》

　　　　　　　　　　 要介護度
項　目

要介護４

７，３５０円

６，６１５円

７３５円

８，６８０円

７，８１２円

８６８円

２．うち介護保険から給付され
る　　　　金額

９１８円 １，０５６円 １，１９４円

１０，２９６円

１，１４４円

 ４．入浴介助加算費
自己負担額

 ５．自己負担額合計  (3+4+5)



１． サービス利用料金

『その他の費用』

① 入浴介助加算 ５０円／1日

入浴し、かつ入浴時に介助が必要な場合

② 個別機能訓練加算(Ⅰ） ４６円／1日

1名以上の常勤専従の理学療法士等を配置し、他職種と共同して個別機能訓練計画を

作成し、他職種全体で訓練を適切に実施した場合

個別機能訓練加算(Ⅱ） ５６円／１日

1名以上の常勤専従の理学療法士等を配置し、他職種と共同して個別機能訓練計画を

作成し、専従の機能訓練指導員が1対１又は小グループで直接訓練を適切に実施した場合

③ 口腔機能向上加算 １５０円／1回

口腔機能の低下している利用者またはそのおそれのある利用者に対し、 ※（月2回まで。

歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これの基づく 原則３か月）

適切なサ－ビスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連の

プロセスを実施した場合

④ 認知症加算 ６０円/１日

日常生活に支障を来たすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要と

する認知症の利用者に、専門的な研修を修了した職員を配置しサービス提供を行った場合

⑤ 若年性認知症利用者受入加算 ６０円/１日

若年性認知症の利用者を対象に、高齢者とはサービス提供単位を区分して

利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合

７５７円

（注）入浴介助加算は入浴し、かつ入浴時に介助が必要な場合にかかります。

８０７円 ９２４円 １，０４０円

（注）送迎費用は、介護サービス利用料金に含まれています。

 ４．入浴介助加算費
自己負担額 ５０円

 ５．自己負担額合計  (3+4+5) ６９１円

８７４円 １，１０７円９９０円
 ３．サービス利用に係る
自己負担額(1-2)

６４１円

２．うち介護保険から給付され
る　　　　金額

５，７６９円 ６，８１３円 ７，８６６円 ８，９１０円 ９，９６３円

要介護３ 要介護４ 要介護５

６，４１０円 ７，５７０円 ８，７４０円 ９．９００円 １１，０７０円

（注）送迎費用は、介護サービス利用料金に含まれています。

（注）入浴介助加算は入浴し、かつ入浴時に介助が必要な場合にかかります。

《 １２月１日～３月３１日までの利用料金表 》

　　　　　　　　　　 要介護度
項　目

要介護１ 要介護２

１，１５７円



⑥ 栄養改善加算 １５０円／1回

低栄養状態にある利用者またはその恐れのある利用者に対し、管理 （月2回まで。

栄養士が看護職員、介護職員等と共同して栄養ケア計画を作成し、 原則３か月）

これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の

一連のプロセスを実施した場合

⑦

　１８円/１日

　１２円/１日

介護福祉士の割合が常勤換算で介護職員の４０％以上勤務している場合

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 　　６円/１日

看護・介護職員のうち勤続年数３年以上が３０％以上の場合

※上記⑦のうち（１）～（３）のいづれか一つが該当になります

⑧ 介護職員処遇改善加算

（1）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数×加算率（４％）／１月

　　 サービス利用料金及び各加算金額の自己負担額の合計に加算率(４%)を乗じた金額

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 総単位数×加算率（２．２％）／１月

　　 サービス利用料金及び各加算金額の自己負担額の合計に加算率(２．２%)を乗じた金額

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 総単位数×加算率×９０％／１月

　　 上記（２）の９０％にあたる金額

（４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 総単位数×加算率×８０％／１月

　　 上記（２）の８０％にあたる金額

⑨ 中等度ケア体制加算 　４５円/１日

要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である利用者の占める割合が

３０％以上の場合

　★　ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合、居宅サービス計画が作成されていな

　  い場合、保険料を滞納している場合でもご利用することができます。サ－ビス利用料金の全

    額をいったんお支払いいただきますが認定を受けた後、居宅サービス計画が作成された後、

    または保険料を支払った後、本人負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます。

　　　 払い戻しの際に必要な「サービス提供証明書」を交付しますので、これを市町村の窓口に

　　提示して償還を受けて下さい。

　　ご利用者の負担額も変更します。

       （２）介護保険の給付の対象とならないサービス

          以下のサービスは、本人の希望によりご利用した場合に利用料金の全額が

　　　 ご利用者の負担となります。

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

介護福祉士の割合が常勤換算で介護職員の５０％以上勤務している場合

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

サービス提供体制強化加算

介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて



　【サービスの概要と利用料金】

当事業所では給食提供のための設備がありませんので、同法人の別事業所（かねや

まホームデイサービスセンター）で提供する食事と同じものを毎日、別事業所から配達

して提供しています。管理栄養士の立てた献立表により、栄養、ご利用者の身体の状

況及び嗜好を考慮した季節感に富んだ食事となっています。

提供する昼食の時間は、おおむね１２時００分からとなります。

　　　　　　・車輌代　  　　 　　　　　　　　　  　　 　  

　　　　　(1)金山町、三島町、昭和村内の病院または診療所など　    　　 　（注）この場合実施地域内までは無料となります。

　　　　 を実施した後、入所・退所するなどのように自宅と当事業所間以外の送迎・タイプⅠ　　 　　　　　　　　　  　　 　  

・タイプⅡ　　 　　　　　　　　　  　　 　  

・パット

       （３）利用料金のお支払い方法

  　　　　 利用料金の支払い方法は以下のいずれかとなります。

　　

　【現金による支払い】　　

　　　１カ月のサービス料金の合計額を翌月末日までに当該サービス利用日に合わせて

　　　担当者へお支払い下さい。

　★　サービス料金の請求書に明細書を付して、当該月の翌日１５日までに利用者に直接

        又は郵送で送付します。支払いを受けた際は領収書を発行します。

　【口座振替による支払い】

　　　　１カ月のサービス料金の合計額を翌月２７日（金融機関が営業していない場合は順次

　　　　翌日）に利用者指定の金融機関から自動引き落としします。

　★　サービス料金の明細書を付した請求書を当該振替月の１５日までに利用者に直接

        又は郵送で送付します。振替後、領収書を発行します。

  原則として変更の２ケ月前までにご説明します。

５１０円  　  ①昼食代               

経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に

変更させていただくことがあります。その場合、変更する内容と事由について

  ４０円

　　　５０円／１ ㎞

  　  ②お菓子代                

  　  ③通常の飲み物（お茶、牛乳など）

　　１１０円／１枚

  　  ⑤通常の実施地域以外の送迎に係る費用

  　  ⑥オムツ代　　　　　　 　　

　　　２０円／１枚

・紙パンツ

無　 料

　　　７０円／１枚

  　  ④時間外料金 無　 料

　　１００円／１枚



　【振込による支払い】

　　　　１カ月のサービス料金の合計額を翌月末日（金融機関が営業していない場合は順次

　　　　翌日）までに当事業所指定の口座へお振込下さい。

　★　サービス料金の明細書を付した請求書を当該月の翌月１５日までに利用者に直接

　　　 又は郵送で送付します。振込確認後、領収書を発行致します。


